エルサレム・ベツレヘム・ジェリコ・死海・テルアビブ
イスラエル・パレスチナ スタディー・ツアー
２０２６年　｢平和を願う対話の旅｣(第17回)
 旅行条件説明書（受注型企画旅行）
（2025年11月29日現在)

本旅行条件書は、旅行業法第１２条の４に定める「取引条件説明書」及び同法第１２条の５に定める「契約書面」の一部になります。

旅行企画・実施：	 株式会社 トラベルハーモニー
	〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町2-5-15ゆたか倶楽部ビル7F
	Tel.　03-6260-7444 　　　　Fax.　03-6260-7442
	旅行業務取扱管理者：佐野　正　(Masashi Sano)
Email： sano@travelharmony.co.jp
	URL. ： www.travelharmony.co.jp

◆　立案：     認定NPO法人｢聖地のこどもを支える会｣
◆　団長：     井上　弘子（認定NPO法人理事長）
◆　旅行期間： ２０２６年２月２４日（火）～ ３月８日（日）【１３日間】
◆　募集人員：　１５名〜２０名
◆　旅行代金：　　　約５５０,０００　円 〜６５０,０００円
	(燃油サーチャージ７９,０００円を含みます)
◆　申込締切日：　第一次締切日：12月13日（土）　　第2次締切日：2026年1月5日(月)
◆　利用予定航空会社：エティハド航空
◆　申込先と申込方法：添付の申込書に必要事項を記入して、上記申込締め切り日までにEメールで、下記トラベルハーモニー(To)と聖地のこどもを支える会(Cc)に送付してください。
　Email宛先: sano@travelharmony.co.jp
		　　Cc. ispalejpn@gmail.com 
　＊　同時に申込金８０,０００円を下記 株式会社トラベルハーモニー の口座にお振り込み下さい。その後、残金の請求書が送付されます。
　＊　申込金は取消し料、もしくは旅行代金の一部として取扱わせていただきます。
　＊　振込み先：
	＊　振込み先：	口座番号、口座名などは申込書にも記載してあります。	
	三菱UFJ銀行　 新宿新都心支店　 普通　5004795　株式会社トラベルハーモニー
	みずほ銀行　　  四谷支店　　　　 普通　1224604　株式会社トラベルハーモニー
	三井住友銀行　  新宿通支店　　　 普通　7133002　株式会社トラベルハーモニー
ゆうちょ銀行　  記号　10180　　　     46794991 株式会社トラベルハーモニー
＊　残金のお支払いは､改めてご連絡いたします。
＊　学生の方で、分割払いをご希望の方は当NPO法人にご相談下さい。
090-6538-3266　
　
★　旅行代金に含まれるもの： 
１）航空運賃：全行程の団体特別運賃（エコノミークラス）と燃油サーチャージ
２）その他の運賃：日程表の全行程（団体行動中）のバス、タクシー、電車など　
 ３）宿泊料金：全行程の宿泊代　〈１０泊〉　
	　　　　エルサレム　ベツレヘムなど　
		※ 宿泊はホテルかユースホステルになります。
４）食事料金： 朝食　１０回　　  昼食　０回　　夕食　3回　 (機内食は含まれていません。)
５）入場料：日程表に明示された訪問地の入場料
６）サービス料金：団体行動中の税、サービス料、チップなど
７）特別補償保険料：（補償内容：死亡・後遺症補償２,５００万円　入院見舞費用４〜４０万円等）
８）全行程中のトラベルイヤホン レンタル料

★　旅行代金に含まれないもの：
１）渡航手続き関係費用：パスポートは各自ご用意下さい。 
　　（イスラエル入国時に有効期間が６カ月以上あるもの）
２）超過手荷物料金：規定手荷物重量は、１個、３０kg まで
３) 各空港施設使用料　１４,１６０円(12月2日現在)　多少変動しますので、残金のご請求書にて
ご案内いたします。　s
４） 昼食：　１０回分  夕食：７回分
５）出発・帰国に要する日本国内の交通費及び宿泊費　
６）傷害、疾病に関する医療費、および旅行短縮・延長費用
７）海外旅行傷害保険料：保険には必ずお入り下さい。
	８）イスラエル入国のためのETA-IL申請費用　25シェケル(約1000円)
	９）個人的な出費：飲み物代、電話代、個人的チップなど
10）個室追加代金：ご要望があればお申し出下さい。
11）帰国便変更の場合、航空運賃と空港使用税などの追加料金

☆　旅行代金に含まれず、NPO法人が負担するもの　
３）その他現地でのミーティング、見学、訪問にかかる諸費用、謝礼など。
♠　旅行申込みの取消しについて：
１）お申込み後、お客様のご都合によりお取消しになる場合は、下記の取消料をいただくことになります。
＊　航空券発券後、１月２２日まで：　　　　　　 	　５０,０００円
＊　１月２３日より２月２２日まで：	    	　　旅行費用の ３０ ％
＊　２月２３日より旅行開始日当日（２月２４日）まで：　　　　　 　　　旅行費用の ５０ ％
＊　無連絡不参加及び旅行開始後：                                    旅行費用の１００ ％
２）所定の期日までに旅行代金の入金がない場合や、旅行開始日の集合時間に間にあわず、ご出発
できなかった場合も、上記の取り消し料をお支払いいただきます。
♠　旅行条件の基準期日：本条件書は２０２５年１１月２９日現在の運賃・料金を基準としています。
♠　旅行代金の変更：当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切しません。
利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、旅行企画の際に明示した時点に比べて、増額 又は減額される場合は、旅行代金の額を増額又は減額することがあります。旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日より遡って１５日目（２月９日）より前にお客様にその旨をご通知いたします。
♠  旅行の中止：最低催行人員に達しないなど、やむを得ない事情でこの旅行を中止せざるを得ない時には、１月３１日以前に、旅行の中止をお客様にご通知いたします。 
　 その他、当方の管理し得ざる理由（感染症の拡大や治安問題など）による直前の中止もあり得ます。
♠　当社（トラベルハーモニー）の責任及び免責：
１）当社は、当社又は手配代行者の故意、又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して２１日以内に、当社に通知があった場合に限ります。
２）お客様自身、身の回り品及び手荷物について生じた損害損失が、当社が管理し得ざる理由による場合は責任を負いません。（天災地変、火災、交通事故、政府・公共団体の指令、運送機関等の争議行為、戦争、暴動、ハイジャック、盗難、感染症などの疾病 etc.）
♠　お客様の責任：お客様の故意又は過失により当社が損害を被った時は、お客様にその損害を賠
　 償していただくことになります。

契　　約：この「取引条件説明書面」の提示と所定の申込書と申込金の収受をもって契約が成立します。
約　　款：その他の条件については標準旅行業約款（受注型企画旅行契約）に拠ります。
確定書面：出発日までには確定書面（最終日程表）をお渡しします。

旅行業務取扱管理者：　佐野　正（まさし）	

＊　＊　＊　＊　＊　＊

正式の｢旅行条件説明書｣は、ツアーの催行が確定次第、お手元にお届けいたします。


3

